
１．所掌事務
学術の振興に関する重要事項を調査審議すること。

（科学技術・学術審議会令第５条）

２．構成等
科学技術・学術審議会学術分科会に、学術研究推進部会、研究環境基盤部

会、研究費部会、科学研究費補助金審査部会、の４部会を設置。

（科学技術・学術審議会学術分科会運営規則）

科学技術・学術審議会学術分科会の組織
（平成１７年１０月１日現在）

科学技術・学術審議会
科学技術の総合的振興・学術振興に係る重要事項の調査審議、意見具申

（分科会長 石井紫郎）学術分科会
学術に関する重要事項

（部会長 笹月健彦）学術研究推進部会
学術に関する中長期的かつ横断的・総合的な推進方策に係る事項

学術情報基盤作業部会研究環境基盤部会
コンピュータ・ネットワークＷＧ（部会長 飯吉厚夫）

大学図書館等ＷＧ大学等における研究環境の

学術情報発信ＷＧ具体的な整備及び評価に係

る事項

学術研究設備作業部会

人文・社会科学作業部会

（部会長 池端雪浦）研究費部会
研究費に係る事項

（部会長 飯吉 厚夫）科学研究費補助金審査部会
科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項

大学改革連絡会

科学技術・学術審議会学術分科会の概要


